
　｢減税＝国民の所得増｣であり、消費拡大に
よる税収増も勘案するべきですが、政府はそ
うした経済効果は全く顧みずに、財源確保が
困難であることを殊更に強調するばかりです。
　政府与党案の様々な問題点に切り込み、今、
国の財政より厳しい状況にあるのは、国民の
懐であり、取り過ぎてきた税収を国民に還元
するよう、石破総理に決断を迫りました。
　また、ガソリン高騰が地方の経済や暮らし
を直撃している実情を訴え、三党協議でも合
意済みのガソリン暫定税率の廃止を速やかに
実現するよう、強く求めました。
　その他、昨年夏以降の米不足・米流通を巡
る混乱による米価高騰問題（次頁に解説）、
災害復旧事業から取り残されている公共交通
（鉄道）復旧の課題、空襲被害者への補償問
題等について、問題提起を行いました。
　特に空襲被害者の補償は、戦後80年の節目
を迎えた今年が正念場で、総理から「次の時
代への責任として行政が判断しなければなら
ない」との答弁もありました。まさに決断の
時！引き続き総理に英断を迫って参ります。
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農業者との意見交換会
（山形市）

舟山やすえ置賜3市5町
後援会研修会

小国町建築組合定期大会昭和サブカルチャーセンター
（鶴岡市）

山形県中央メーデー舟形町春季消防演習はが道也国政報告会
(川西町）

国政報告会（寒河江市）長井消防団「日本消防協会
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3月 6日　  予算委員会で質問

振り返り動画を配信中!!

　基礎控除を一律75万円引き上げ、「103万
円の壁」を最低賃金上昇率に合わせて178万
に引き上げるよう国民民主党が訴え続けた結
果、昨年末の「自民・公明・国民民主」幹事
長会談でも「178万円を目指して、来年から
引き上げ」との合意が交わされていました。
　にもかかわらず、蓋を開けて見れば、政府
案から上乗せされた与党案ですら、給与収入
200万円以下の低所得者で47万円引き上げ止
まりで、200万円超の場合は段階的に縮小さ
れ、しかも2年間の時限措置という中途半端
な見直しに終わりました。（図表参照）
　国税庁ＨＰの税務大学校の論文の「最低限
度の生活を維持するために必要な部分を除い
た残余に対して課税されるべき」との見解か
ら導かれる、国民全員が等しく基礎控除を受
けるべきとの憲法25条の要請にも反します。

お宝発見!

是非ご覧下さい。

と連携して活動展開中！

毎年恒例 国会議事堂前庭の
さくらんぼの授粉作業

「国民民主党政務調査会」
連日開催される朝の部会での一コマ

尾花沢市議会の皆様より
豪雪対策の要望をお預かりしました

3人合同で国政報告会
２連ポスター、展開中！

是非、掲示場所のご協力を！

衆議院議員　           参議院議員

菊池大二郎 芳賀道也

2004年(21年前)、
選挙初挑戦時の
ポスターです！



　通常国会では、予算審議と並行して各委

員会で法案審議が始まります。

　私は、農林水産委員会と災害対策特別委

員会のほか、政治倫理審査会に所属してい

るので、連日大忙しです。

　３～４月の２ヶ月で、予算委で２回、農水委

で８回、災害関係で本会議登壇含め２回、

政倫審２回の質問に立ったほか、　議員連盟

の会議（「農業の未来を創造する議員連盟」

設立準備中！）、朝の部会での法案ヒアリング

等、忙しくも充実した毎日を送っています。

　昨年５月の「食料・農業・農村基本

法」改正後初となる「食料・農業・農村

基本計画」が４月１１日に閣議決定。

　法案審議時は、修正案を一顧だにさ

れず悔しい思いでしたが、昨年秋の衆

院選での「与党過半数割れ」で国会審

議も様変わりし、基本計画策定過程に

も大きな変化が！　 　従来は与党の

事前審査を経た法案

や政策が、国会審議の

過程で修正されるのは

極めてまれでしたが、

柔軟に修正等が行わ

れるようになりました。

もっと！手取りを増やす

ガソリン価格
の引き下げ
5/22より,１㍑当たり10円引き下げへ

まだまだ、足りない！

基礎控除の所得要件撤廃&178万円に引き上げ

ガソリン税暫定税率廃止
電気代・ガス代等値下げ対策

年少扶養控除
の復活

社会保険料引き下げ 就職氷河期世代対策

米価高騰を
止める！

米政策の再構築

食料安全保障基礎支払いの創設

長崎

秋田茨城

岩手

栃木

全国キャラバンinとちぎ

一次産業ミーティング

手取りを増やす 政策

国民民主党の
 主張により 一歩前進

長崎県第１区総支部定期大会 県連定期大会後に街頭演説 県連定期大会後に街頭演説

法案には、①内閣提出の「閣法」と、②立法府たる

国会が主導する「議員立法」の２種類があります。

今国会でこれまでに農林水産委員会で審議・成立

した法律のうち、「棚田地域振興法案」と「山村振興

法案」は、議員立法であり、審議に先立ち、超党派

で何度も議論を重

ね、合意形成を図り

ながら、内容の充実

を図ってきました。

↑各党との協議状況や審議日程を国民民主党の部会で報告

党農林水産調査会で提言を策定
江藤農林水産大臣に提出
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令和 7 年 2 月 28 日 
 

食料・農業・農村基本計画策定にかかる提言 
 

国民民主党農林水産調査会 

 

平成１１年の基本法制定以来、２５年にわたり、農地の集積・集約化、規模拡大、担い手
の育成、新規就農などの政策を進めてきたものの、結果として、農地面積、農業従事者数

は一貫して減少、食料自給率も低下してきた。その理由は、農業では農業者が食べてい

けない、すなわち、農業所得の低さにある。 
再生産可能かつ持続的な農業経営の確保のために、農業者の『手取りを増やす』政策

の立案と実行が極めて重要であるが、改正基本法に基づき、今後の農政の方向性を定め

る上で、従来の政策の延長で、はたして我が国の食料安全保障が確保できるのか、疑問
である。 

そこで、改正基本法に基づく初めての食料・農業・農村基本計画の策定にあたり、与野

党間および政府との真摯な議論を通じて、次世代に向けた大胆な政策を打ち出せること

を期待して、以下のとおり提言を行う。 
 

１ 食料安全保障基礎支払い（仮称）を新設すること。また、既存の各種直接支払い制度を

整理し、その充実・拡充を行うこと 
（1） 農地維持への直接支払い制度（食料安全保障基礎支払い（仮称））の新設 
⮚ 農地面積が継続的に減少し、４００万 ha も下回ることとなった危機的な状況であるこ

となどを踏まえ、我が国の食料安全保障の基盤となる農地の維持並び に担い手の確

保に資する直接支払いを新設すること。その際、その財源については、既存の農林
水産予算に支障がないよう、別枠で用意すること。 

（2） 既存の直接支払い制度の整理と経営展望等の提示 
⮚ 水田活用直接支払交付金、多面的機能直接支払交付金、中山間等直接支払交付

金等の既存の直接支払い制度が複雑化しており、使いづらいものとなっていることか

ら、食料安全保障基礎支払い（新設）も含め、各直接支払い制度の目的や対象・要

件・効果等を整理、検証するとともに、申請の簡素化等を進めること。 
⮚ 直接支払い制度の整理を通じて、中山間地域・平地別や、経営規模別、作物別に、

いわゆる「経営展望」のような、標準的な農業経営の所得の見込み（直接支払いによ

る所得を含む）を示しつつ、農業者の所得向上に向けた政策を効果的に講じること。
その際、規模拡大だけでなく、適正な経営規模を示すこと。特に畜産は、全ての畜

種において国産飼料の調達可能量に見合った規模を提示すること。 
 

 

２ 水田政策の見直しの方向性を明確化すること 

（1） 新制度の目的の明確化 
水田を対象に支援する現行の水田活用直接支払交付金から、水田・畑地を対象に

作物ごとの生産性向上等への支援とする新制度へと政策転換する理由、目的を明ら

かにすること。「水田・畑にかかわらず作物ごと」に、との大きな方向性については反

対するものではないが、現行水活の課題・問題点を整理・総括し、改正基本法の趣

農林水産大臣　江藤 拓 殿

反映

　昨夏以降、急激に進む米価高騰。
昨年同時期比で、２月の小売価格は
２倍以上に急上昇中です。一方、生

産者価格も上がってはいるものの1.7倍程度。
いくらなんでも今の小売価格は高すぎ！
　「流通の目詰まりが原因」との政府の主張に
対して、私は「供給量不足」と「不足懸念」が原因
と考えています。
　いずれにしても今年の米
生産は正念場！江藤大臣
からも「増産に向けた努力
をして参りたい」との決意
が述べられました。

　素案の段階から意見を述べる機会が増

え、党の提言が一部反映されたほか、決

定前に求めた委員会審議も開催され、

「地域政策と産業政策は車の両輪」といっ

た表現の追加等、私の提案もいくつか修

正項目として反映されました。

　また、「決議」にも、従来からこだわってき

た、農地維持のための支援策としての直

接支払制度の必要性の明示や、水田政

策見直し時の「農業者の所得向上」への

配慮、いわゆる担い手だけでない「多様な

農業者」が農業生産において重要な役割

を果たしていること、などが盛り込まれ、立

法府としての役割を実感しています。

①いざという時の安全弁の備蓄が、今回の放

出で既に適正水準より40万トンも下回る。

②元々、令和５年６月末民間在庫に比べ、６

年６月末の在庫が44万トンも少なかった。

③令和７年に主食として消費される米を確保

しつつ、①②の分も確保しなければならな

いが、本当に大丈夫か？という不安。

④さらには、政府の需要見通しの前提は「消

費が毎年10万トン減少」だが、インバウン

ド需要を加味（今年は７万トンと試算）す

ると、生産増抜きには供給不足は必至？

「供給量不足」「不足懸念」の根拠は・・・

農林水産委員会でも大臣と議論

宮崎

3月26日発表

国民民主党

経済対策


